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  議 事 日 程 第 ５ 号 

 

令和元年１２月１９日（木）午前１０時開議 

 

（総務文教常任委員長報告） 

日程第 １ 議第６６号 置賜総合文化センターの指定管理者の指定について 

日程第 ２ 議第６７号 米沢市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

日程第 ３ 議第６８号 米沢市市税条例の一部改正について 

日程第 ４ 議第６９号 米沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定について 

日程第 ５ 議第８３号 米沢市特別職の職員の給与に関する条例及び米沢市病院事業の管理者の給

与等に関する条例の一部改正について 

日程第 ６ 議第８４号 米沢市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

（民生常任委員長報告） 

日程第 ７ 議第７０号 米沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正について 

日程第 ８ 議第７１号 米沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正について 

日程第 ９ 議第７２号 米沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

日程第１０ 議第７３号 米沢市健康長寿のまちづくり推進条例の設定について 

 

（産業建設常任委員長報告） 

日程第１１ 議第７４号 米沢市森林体験交流センターの指定管理者の指定について 

日程第１２ 議第７５号 玉の木町住宅等の指定管理者の指定について 

日程第１３ 議第７６号 市有財産（米沢八幡原中核工業団地用地）の処分について 

日程第１４ 議第７７号 特定事業（米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業（１号棟））事業契約の

一部変更について 

日程第１５ 議第７８号 特定事業（米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業（２号棟））事業契約の

一部変更について 

日程第１６ 議第７９号 特定事業（米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業（３号棟））事業契約の

一部変更について 
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（予算特別委員長報告） 

日程第１７ 議第８０号 令和元年度米沢市一般会計補正予算（第６号） 

日程第１８ 議第８１号 令和元年度米沢市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第２号） 

日程第１９ 議第８２号 令和元年度米沢市立病院事業会計補正予算（第２号） 

日程第２０ 議第８５号 令和元年度米沢市一般会計補正予算（第７号） 

日程第２１ 議第８６号 令和元年度米沢市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号） 

日程第２２ 議第８７号 令和元年度米沢市後期高齢者医療費特別会計補正予算（第１号） 

日程第２３ 議第８８号 令和元年度米沢市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第３号） 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  本日の会議に付した事件 

 

議事日程第５号と同じ 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  出欠議員氏名 

出席議員（２４名） 

 １番 小 久 保  広  信 議員  ２番 影  澤  政  夫 議員 

 ３番 我  妻  德  雄 議員  ４番 太  田  克  典 議員 

 ５番 山  田  富 佐 子 議員  ６番 佐  藤  弘  司 議員 

 ７番 高  橋     壽 議員  ８番 髙  橋  英  夫 議員 

 ９番 山  村     明 議員 １０番 堤     郁  雄 議員 

１１番 関  谷  幸  子 議員 １２番 遠  藤  正  人 議員 

１３番 島  軒  純  一 議員 １４番 工  藤  正  雄 議員 

１５番 齋  藤  千 惠 子 議員 １６番 成  澤  和  音 議員 

１７番 中  村  圭  介 議員 １８番 鳥  海  隆  太 議員 

１９番 古  山  悠  生 議員 ２０番 井  上  由 紀 雄 議員 

２１番 小  島     一 議員 ２２番 島  貫  宏  幸 議員 

２３番 木  村  芳  浩 議員 ２４番 相  田  克  平 議員 
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欠席議員（なし） 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

   出席要求による出席者職氏名 

市 長 中 川   勝  副 市 長 井 戸 將 悟 

総 務 部 長 後 藤 利 明  市民環境部長 堤   啓 一 

健康福祉部長 小 関   浩  産 業 部 長 菅 野 紀 生 

建 設 部 長 杉 浦 隆 治  会 計 管 理 者 猪 脵 郁 子 

上下水道部長 高 野 正 雄  病院事業管理者 渡 邊 孝 男 

市 立 病 院 

事 務 局 長 
渡 辺 勅 孝  総 務 課 長 安 部 道 夫 

財 政 課 長 遠 藤 直 樹  総合政策課長 安 部 晃 市 

教 育 長 大河原 真 樹  教育管理部長 渡 部 洋 己 

教育指導部長 今 崎 浩 規  
選挙管理委員会 

委 員 長 
小 林   栄 

選挙管理委員会 

事 務 局 長 
村 岡   学  代表監査委員 森 谷 和 博 

監 査 委 員 

事 務 局 長 
片 桐   茂  農業委員会会長 伊 藤 精 司 

農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
宍 戸 徹 朗    

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

   出席した事務局職員職氏名 

事 務 局 長 三 原 幸 夫  事 務 局 次 長 細 谷   晃 

庶 務 係 長 金 子 いく子  議事調査係長 渡 部 真 也 

主 任 藤 﨑 優 一  主 事 齋 藤 拓 也 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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 午前 ９時５９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 ただいまの出席議員24名でありま

す。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第５号により進めます。 

 

 

 

  日程第１ 議第６６号置賜総合文化センタ 

       ーの指定管理者の指定について 

       外５件 

 

○鳥海隆太議長 日程第１、議第66号置賜総合文化

センターの指定管理者の指定についてから日程第

６、議第84号米沢市一般職の職員の給与に関する

条例等の一部改正についてまでの議案６件は、議

事の都合により一括議題といたします。 

  この場合、総務文教常任委員会における審査の

経過と結果について報告願います。 

  総務文教常任委員長16番成澤和音議員。 

  〔総務文教常任委員長１６番成澤和音議員登壇〕 

○１６番（成澤和音議員） 御報告申し上げます。 

  去る11月29日及び12月５日の本会議におきまし

て、当委員会に付託されました案件は、議案６件

であります。 

  当委員会は、議会日程に従い、９日午前10時か

ら委員会室において、全委員出席のもと、関係部

課長に出席を求め、開会いたしました。 

  以下、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

  初めに、議第66号置賜総合文化センターの指定

管理者の指定についてでありますが、本案は、置

賜総合文化センターの管理を行わせる指定管理者

について、令和２年度から５年間指定しようとす

るものであります。 

  本案に対し、委員から指定管理者の公募に応募

できる者として「本市内に事業所、営業所等があ

る団体であり、かつ、山形県内に本社、本店等が

ある団体」とする地域要件があるとのことだが、

本社等が近隣の県にあっても東北中央自動車道を

利用すれば県内に本社等がある場合と大して変わ

らない。地域要件を拡大することで能力のある団

体に参入してもらえ、企業誘致にもつながるので

はないかと考えるが、地域要件を広げようという

考えはなかったのかとの質疑があり、当局から、

地域要件を拡大する場合として想定されるのは、

特殊な施設であって、技術的な条件から市内の事

業者では管理が困難な場合などである。置賜総合

文化センターの場合は市民に親しまれている施設

であるという特色があるので、指定管理者の実績

を持った、または市民の要望に応じられるノウハ

ウを蓄積した地元の団体に応募してほしいとの狙

いがあった。制度全体における地域要件の拡大に

ついては、公の施設を管理できる技術を持った事

業所が市内にある場合は配慮が必要だと考えてい

るが、再度検討させていただきたいとの答弁があ

りました。 

  また、委員から、指定しようとする団体がこれ

まで指定管理者として置賜総合文化センターを管

理してきている中で、市民からの要望に対して改

善を図るなどの努力は見られたか。また、当局と

指定管理者との間で定期的な意見交換等の状況は

どうかとの質疑があり、当局から、指定管理者が

インターネットで施設の予約状況を確認できるよ

うにしたほか、環境美化に努めた。また、業務報

告を毎月受けているほか、施設にふぐあいが生じ

た場合などには随時打ち合わせを行ってきたとの

答弁がありました。 

  さらに、委員から、募集期間に応募者がなく、

再募集で一者のみの応募があったようだが、どう

いう経緯でそのようになったのか。指定管理者の

指定に対する客観性や透明性の確保を図り、説明

責任を果たせるよう、複数の団体が応募し競争が

生まれるような研究や体制の整備をすべきでない

かとの質疑があり、当局から、これまでの実績を

もとに管理経費を査定したところだが、結果的に
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応募がなかったため、再募集に当たっては建築基

準法や消防法に基づく定期点検等のほか、労務単

価の高騰分や消費税率の引き上げ分を盛り込むな

ど、管理経費を再査定して募集を行った。今後、

応募者がなかった場合は地域要件を拡大するなど

の対応も検討させていただきたいとの答弁があり

ました。 

  そのほか、委員から、当局で査定した管理経費

と業界における実態が乖離しているということは

ないのかとの質疑があり、当局から、市が直営で

管理する場合の経費を基本としているが、施設所

管課が次回の指定に向け現在の指定管理者からさ

まざまな聞き取りを行っている。本件に関して、

清掃業に従事する人が人手不足となっているなど

の実態があり、現在の管理経費では厳しいと聞い

ていたので、最初の経費査定でも一定程度考慮し

たところだが、再募集に際しても内容を精査し、

さらに管理経費査定額を引き上げたところである。

今後も指定管理者からさまざまな情報を聞き取り

ながら、適切な金額となるように努めていきたい

との答弁がありました。 

  また、委員から、当局で査定した管理経費は指

定管理者の従業員が適切な賃金を受け取れるよう

なものになっているのか、また、指定しようとす

る団体において従業員に支払われる実際の賃金は、

当局が管理経費の検討に用いた単価以上になって

いるのかとの質疑があり、当局から、ここ数年の

労務単価の上昇などを参考にしながら検討、査定

はしているが、指定管理者における賃金の支払い

状況については把握していないとの答弁がありま

した。 

  採決に当たっては、施設の管理に係る経費の中

で人件費の占める割合が高いことが一般的である

が、人件費については全体的に上昇率が逓増して

いる現状にあり、今後５年間について予測するの

は事業者であっても困難である。最初の募集期間

に応募がなかったことを課題として捉え、競争性

が一定程度確保されるように事業者側が置かれて

いる実態に即した対応を求めるが、本案には賛成

するとの意見。 

  全国的にも指定管理施設の従業員に支払われる

給与が行政当局で積算した管理経費の人件費の単

価どおりに支払われておらず、指定管理者の募集

に応募する団体が一部に固定化したり、応募しな

かったりする状況が問題となっている。一方で、

行政当局によって管理経費の積算のとおり賃金が

支払われているか状況を確認したり、そのとおり

支払うように促したりする自治体もあり、本市に

おいても検討していただきたいが、本案には賛成

するとの意見がありました。 

  本案については、全委員異議なく、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議第67号米沢市特別職の職員の給与に関

する条例等の一部改正についてでありますが、本

案は、令和２年度からの会計年度任用職員制度の

導入のため、地方公務員法及び地方自治法の一部

改正に伴い、関係条例について所要の改正を行う

とともに規定の整備を図ろうとするものでありま

す。 

  本案に対し、委員から、地方公務員法及び地方

自治法の一部改正の趣旨、目的をどのように捉え

ているかとの質疑があり、当局から、多くの自治

体で非常勤職員の身分が不確定で責任の所在も不

明瞭だったという課題と、給与の支給などで各自

治体の取り扱いがばらばらで明確な基準がないと

いう状況であったところ、法律で規定されること

によって身分が確定し、それに伴って発生する責

務も明確化する。また、他自治体と均衡がとれる

ほか、一般職に適用される基準に従い適正な給与

を支給すべきとの趣旨であると捉えているとの答

弁がありました。 

  また、委員から、職員が心身の故障のため長期

の休養を要する場合などに、その意に反して処す

る休職の期間について、本案で「当該休職の事由

が公務に起因するときは、その事由が消滅するま

での間」とされる規定を削るとあるが、休職の事
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由が公務に起因すると本人が申し立てした場合で

あっても、原則どおり３年を上限とするのかとの

質疑があり、当局から、公務に起因すると認定さ

れなければ休職にせざるを得ず、休職の期間は３

年が上限とされる以上、それを超えることはでき

ないものと考えているとの答弁がありました。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第68号米沢市市税条例の一部改正につ

いてでありますが、本案は、公共下水道の事業計

画の変更に係る区域について、都市計画税を課そ

うとするものであります。 

  本案に対し、委員から、条例改正により新たに

都市計画税が課せられる時期、対象者数及び課税

額はどうなるかとの質疑があり、当局から、令和

３年度分から課税され、土地については７名、家

屋については３名が対象となり、新規課税額は概

算で年14万6,000円であるとの答弁がありました。 

  また、委員から、新たに課税される区域におい

て下水道の供用は開始されているのかとの質疑が

あり、当局から、既に供用されているとの答弁が

ありました。 

  さらに、委員から、本市の都市計画税の税率は

地方税法に規定される制限税率よりも低くなって

いるが、今後下水道などのインフラをしっかりと

更新していくため、また、現在策定している立地

適正化計画に関する都市機能や居住を誘導する施

策の財源を確保するため、制限税率まで引き上げ

ることを検討する時期に来ているのではないかと

の質疑があり、当局から、さまざまな課題がある

ほか、市民の御理解をいただくことが重要である

とともに、財政上のことも踏まえて、今後何らか

の検討をしていきたいとの答弁がありました。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第69号米沢市会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の設定についてであり

ますが、本案は、地方公務員法及び地方自治法の

一部改正に伴い、会計年度任用職員の給与及び費

用弁償について定めようとするものであります。 

  本案については、質疑や意見もなく、全委員異

議なく、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議第83号米沢市特別職の職員の給与に関

する条例及び米沢市病院事業の管理者の給与等に

関する条例の一部改正についてでありますが、本

案は、常勤の特別職の職員及び議会議員並びに病

院事業の管理者に対して支給する期末手当の支給

割合を変更しようとするものであります。 

  本案については、質疑や意見もなく、全委員異

議なく、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議第84号米沢市一般職の職員の給与に関

する条例等の一部改正についてでありますが、本

案は、山形県人事委員会勧告に準じ、一般職の職

員の給与月額の改定、勤勉手当の支給割合の変更

等をしようとするものであります。 

  本案については、質疑や意見もなく、全委員異

議なく、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  以上、当委員会に付託されました議案６件の審

査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたし

ます。 

○鳥海隆太議長 ただいまの総務文教常任委員長報

告に対して、御質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありません

ので、討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第66号から議第69号まで、議第83号及び議第

84号の議案６件を委員長報告のとおり決するに御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。よって、

議第66号から議第69号まで、議第83号及び議第84
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号までの議案６件は、委員長報告のとおり決まり

ました。 

 

 

 

  日程第７ 議第７０号米沢市特定教育・保 

       育施設及び特定地域型保育事業 

       の運営に関する基準を定める条 

       例の一部改正について外３件 

 

○鳥海隆太議長 次に、日程第７、議第70号米沢市

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部改正について

から日程第10、議第73号米沢市健康長寿のまちづ

くり推進条例の設定についてまでの議案４件は、

議事の都合により一括議題といたします。 

  この場合、民生常任委員会における審査の経過

と結果について報告願います。 

  民生常任委員長22番島貫宏幸議員。 

  〔民生常任委員長２２番島貫宏幸議員登壇〕 

○２２番（島貫宏幸議員） 御報告申し上げます。 

  去る11月29日の本会議において、当委員会に付

託されました案件は、議案４件であります。 

  当委員会は、議会日程に従い、10日の午前10時

から委員会室において、全委員出席のもと、関係

部課長の出席を求め、開会いたしました。 

  以下、審査の経過と結果について御報告申し上

げます。 

  初めに、議第70号米沢市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正についてでありますが、本案は、

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を

行うものであります。 

  本案については、とりわけ質疑もなく、意見も

なく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  次に、議第71号米沢市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に

ついてでありますが、本案は、家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

所要の改正を行うものであります。 

  本案に対し、委員から、この改正によって各保

育施設と子供の受け入れに関する連携を確保しな

ければならない事業所内保育所は本市にあるかと

の質疑があり、当局から、本条例の改正により影

響を受ける事業所内保育所は、地域型保育事業に

属する事業所内保育所であるが、本市の事業所内

保育所はいずれも認可外保育施設に属することか

ら影響はないとの答弁がありました。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第72号米沢市放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正についてでありますが、本案は、放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部

改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

  本案については、質疑もなく、意見もなく、全

委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議第73号米沢市健康長寿のまちづくり推

進条例の設定についてでありますが、本案は、健

康長寿のまちづくりの基本理念を定め、市の責務

等を明確にするとともに、市民の健康づくりに必

要な事項を定めることにより、健康長寿のまちづ

くりを総合的かつ計画的に推進するため条例を設

定するものであります。 

  本案に対し、委員から、本条例に健康格差の縮

小につながる施策に取り組む旨の規定があるが、

どのような施策を実施する予定なのかとの質疑が

あり、当局から、病院が住んでいるところから離

れており受診が難しい方、家庭環境により十分な

教育と食事を得られない子供などが、生活環境に

左右されずに健康に暮らせるような施策を実施し

たいと考えているとの答弁がありました。 

  また、委員から、健康長寿日本一を目指すに当
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たっての具体的な取り組みは考えているかとの質

疑があり、当局から、本条例の制定を検討する以

前に健康長寿のまちづくりを実現するために取り

組む課題を挙げた健康長寿日本一推進プランの素

案を作成している。本プランに基づいて健康長寿

日本一を目指す具体的な取り組みを考えてまいり

たいとの答弁がありました。 

  さらに、委員から、健康長寿日本一を目指すに

はさまざまな事業を全庁的に取り組む必要がある

と思うことから、各課等の実施内容等を明確化す

べきではないかとの質疑があり、当局から、まず

は健康課が主体となって事業を進めていき、全庁

的な事業についてはプロジェクトチームや市長を

本部長とする推進本部に諮り、横断的に事業を進

めてまいりたいとの答弁がありました。 

  そのほか、委員から、本市が主体となって本事

業を推進していくためには、市民の理解や関心を

得る必要があることから、具体的にどのようなこ

とを実施していくのかしっかりと市民に示してほ

しいとの要望がありました。 

  採決に当たっては賛成するとの意見があり、全

委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  以上、当委員会に付託されました議案４件の審

査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたし

ます。 

○鳥海隆太議長 ただいまの民生常任委員長報告に

対し、御質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありません

ので、討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第70号から議第73号までの議案４件を委員長

報告のとおり決するに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。よって、

議第70号から議第73号までの議案４件は、委員長

報告のとおり決まりました。 

 

 

 

  日程第１１ 議第７４号米沢市森林体験交 

        流センターの指定管理者の指 

        定について外５件 

 

○鳥海隆太議長 次に、日程第11、議第74号米沢市

森林体験交流センターの指定管理者の指定につい

てから日程第16、議第79号特定事業（米沢市公営

住宅塩井町団地建替等事業（３号棟））事業契約

の一部変更についてまでの議案６件は、議事の都

合により一括議題といたします。 

  この場合、産業建設常任委員会における審査の

経過と結果について報告願います。 

  産業建設常任委員長21番小島一議員。 

  〔産業建設常任委員長２１番小島 一議員登壇〕 

○２１番（小島 一議員） 御報告申し上げます。 

  去る11月29日の本会議において、当委員会に付

託されました案件は、議案６件であります。 

  当委員会は、議会日程に従い、11日の午前10時

から委員会室において、全委員出席のもと、関係

部課長の出席を求め、開会いたしました。 

  以下、審査の経過と結果について御報告申し上

げます。 

  初めに、議第74号米沢市森林体験交流センター

の指定管理者の指定についてでありますが、本案

は、米沢市森林体験交流センターの管理を行わせ

る指定管理者について、令和２年度から３年間指

定しようとするものであります。 

  本案に対し、委員から、指定管理者として指定

する米沢市森林体験交流センター管理組合の組織

について質疑があり、当局から、当該組合は地元

の12名の方で構成されている。施設には白布温泉

の源泉を引いていることから、温泉施設の管理な

どの専門的な知識を有する温泉旅館経営者を含ん

でいるとの答弁がありました。 
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  また、委員から、指定期間中老朽化により大規

模な改修が必要になった場合の対応についてただ

され、当局から、これまでの検討の中で大規模な

改修をせずに存続できる期間を３年間としたが、

仮に大規模な改修が必要になった場合にはこれ以

上の費用をかけることは難しいため、白布地区の

皆さんと対応について協議をすることになるとの

答弁がありました。 

  さらに、委員から、当該施設の地元の方の利用

状況について質疑があり、当局から、施設の利用

者は地元の方よりも自然体験事業の利用者を含め

た一般の利用者が多いとの答弁がありました。 

  また、本案に関連して、委員から、指定管理期

間終了後の施設の利活用方法について質疑があり、

当局から、この施設は３年後をもって廃止したい

と考えており、今後地元の皆さんから施設のその

後の方向性について提案をいただくほか、民間の

力を活用した方策の可能性も模索しながら協議を

進めたいと考えているとの答弁がありました。 

  また、委員から、白布温泉、西吾妻山観光の振

興にも生かせるような施設の利活用方法の検討を

進めていただきたいとの要望がありました。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第75号玉の木町住宅等の指定管理者の

指定についてでありますが、本案は、玉の木町住

宅等の管理を行わせる指定管理者について、令和

２年度から５年間指定しようとするものでありま

す。 

  本案に対し、委員から、今回の指定に係る市営

住宅の修繕の対応についてただされ、当局から、

当該市営住宅の修繕費は年間約1,800万円かかっ

ているが、その３分の２を小規模の修繕対応分と

して指定管理料に含めており、残りの３分の１は

都市整備課の予算で修繕の対応をしているとの答

弁がありました。 

  また、委員から、業者からの指定管理料の提案

額と市の見積額について質疑があり、当局から、

業者からの提案額が１億6,093万7,700円で、市の

見積額が１億6,095万4,000円とほぼ同額であった

との答弁がありました。 

  さらに、委員から、経費における審査点数がゼ

ロになるケースがふえているのは業者の人件費な

どの経費削減が限界に近づいているからではない

かとの質疑があり、当局から、経費の積算の内訳

として人件費の占める割合は大きいところだが、

人件費や固定費の上昇分などを適正に算定して業

者の過度な負担につながらないようにしたいとの

答弁がありました。 

  また、本案に関連して、委員から、老朽化して

いる市営住宅の今後について質疑があり、当局か

ら、市営住宅は公共施設等総合管理計画の中で床

面積ベース20％削減の目標を持っており、現在市

営住宅の長寿命化計画を策定中だが、その方向性

としては老朽化が激しい昭和30から40年代建築の

コンクリートブロック造の住宅から除却を進め、

既存の住宅を高齢者や単身世帯向けに改修するな

どの対応もしながら維持していくことを検討して

いるとの答弁がありました。 

  さらに、関連して、委員から、老朽化した市営

住宅よりも比較的新しい市内の空き家を改修し市

民に利用してもらう考えはないかとの質疑があり、

当局から、民間の建物を補修、再利用して生活困

窮者に住宅を提供しようという住宅セーフティネ

ット制度が設けられたので、今後の住宅政策に向

けて研究していきたいとの答弁がありました。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第76号市有財産（米沢八幡原中核工業

団地用地）の処分についてでありますが、本案は、

米沢八幡原中核工業団地の未分譲の用地6,205平

方メートル余りを、東京都大田区下丸子二丁目５

番17号株式会社昭和代表取締役足立克己に5,150

万5,000円で売却しようとするものです。 

  本案に関連し、委員から、本市の産業団地の売

却可能な区画が少なくなってきているが、今後の
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展開をどのように考えているのかとの質疑があり、

当局から、自治体によって新たな団地造成を行っ

ている団体と団地造成ではなく企業への支援によ

り産業振興を行っている団体があり、現在どのよ

うに対応すべきか調査を行っているとの答弁があ

りました。 

  また、関連して、委員から、そうした調査では

地元の労働力の確保、国内の需要、海外の動向に

ついてどのような分析を行うのかとの質疑があり、

当局から、社会経済動向、今後の工業分野におけ

るトレンド、国、県の施策、国内的な企業立地動

向などのデータが必要になるが、まずは入手可能

なデータを集めて調査したいとの答弁がありまし

た。 

  本案については、意見もなく、全委員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第77号特定事業（米沢市公営住宅塩井

町団地建替等事業（１号棟））事業契約の一部変

更についてでありますが、本案は、令和元年６月

定例会で議決された特定事業米沢市公営住宅塩井

町団地建替等事業（１号棟）の事業契約について、

消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、

契約金額を８億5,112万3,270円から８億5,188万

3,457円に76万187円増額しようとするものであり

ます。 

  本案については、質疑や意見もなく、全委員異

議なく、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議第78号特定事業（米沢市公営住宅塩井

町団地建替等事業（２号棟））事業契約の一部変

更についてでありますが、本案は、平成27年３月

定例会で議決された特定事業米沢市公営住宅塩井

町団地建替等事業（２号棟）の事業契約について、

消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、

契約金額を７億1,390万5,617円から７億1,474万

3,653円に83万8,036円増額しようとするものであ

ります。 

  本案については、質疑や意見もなく、全委員異

議なく、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議第79号特定事業（米沢市公営住宅塩井

町団地建替等事業（３号棟））事業契約の一部変

更についてでありますが、本案は、平成27年３月

定例会で議決された特定事業米沢市公営住宅塩井

町団地建替等事業（３号棟）の事業契約について、

消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、

契約金額を８億4,260万1,727円から８億4,370万

196円に109万8,469円増額しようとするものであ

ります。 

  本案については、質疑や意見もなく、全委員異

議なく、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  以上、当委員会に付託されました議案６件の審

査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたし

ます。 

○鳥海隆太議長 ただいまの産業建設常任委員長報

告に対し、御質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありません

ので、討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第74号から議第79号までの議案６件を委員長

報告のとおり決するに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。よって、

議第74号から議第79号までの議案６件は、委員長

報告のとおり決まりました。 

 

 

 

  日程第１７ 議第８０号令和元年度米沢市 

        一般会計補正予算（第６号） 

        外６件 

 

○鳥海隆太議長 次に、日程第17、議第80号令和元
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年度米沢市一般会計補正予算（第６号）から日程

第23、議第88号令和元年度米沢市介護保険事業勘

定特別会計補正予算（第３号）までの議案７件は、

議事の都合により一括議題といたします。 

  この場合、予算特別委員会における審査の経過

と結果について御報告願います。 

  予算特別委員長６番佐藤弘司議員。 

  〔予算特別委員長６番佐藤弘司議員登壇〕 

○６番（佐藤弘司議員） 御報告申し上げます。 

  去る11月29日及び12月５日の本会議で、当予算

特別委員会に付託されました案件は、議案７件で

あります。 

  当委員会は、議会日程に従い、12日午前10時か

ら委員会室において、全委員出席のもと、当局か

ら市長を初め教育長、病院事業管理者及び関係部

課長等にも出席を求め、審査を行いました。 

  なお、議案の内容につきましては、市長の説明

要旨や事項別明細書等で各議員御承知のことと存

じますので、その内容を省略させていただき、以

下、審査経過の中でありました質疑、要望等の主

なものと、その結果を取りまとめて御報告申し上

げます。 

  初めに、議第80号令和元年度米沢市一般会計補

正予算（第６号）の歳出については、補正予算の

提案があった款項のほか、事前に質問通告のあっ

た款項についても質疑が行われました。 

  まず、第２款総務費では、ふるさと納税の返礼

品について、本市の場合、返礼品なしの寄附は今

年度あったのか、返礼品なしの寄附は返礼品を期

待して納税される方に比べると少ないと思うが、

ふるさと納税制度の趣旨を考えると返礼品なしに

納税をされた方は本市を応援しようというものだ

と思うので、他自治体でも行っているクラウドフ

ァンディング型のふるさと納税をやってみてはど

うかとして質疑がありました。 

  また、他自治体で行政文書を保存するサーバー

のハードディスクが転売されて個人情報が流出し

た報道があった。これは廃棄すべきパソコンやシ

ステムサーバーのハードディスクの処理を業者任

せにしていたことが流出の原因と言われているが、

本市ではどのように処理しているのかとして質疑

がありました。 

  さらに、今年11月24日投開票された米沢市長選

挙について、異議申し出があったが、記号式投票

用紙と自書式投票用紙それぞれの有効票、無効票

の数は幾らだったのか。また、異議申し出された

ことによる今後の作業手順及び流れはどうなって

いくのかとして質疑がありました。 

  第３款民生費では、10月から始まった幼児教

育・保育無償化の対象について、認可外保育所の

保育を必要とする子供たちは上限３万7,000円で

補助することになっているが、親が就労していな

いなど保育を必要としない場合は補助の対象にな

らない。一方、幼稚園については親が就労してい

ないなどの保育を必要としない場合でも補助対象

になっているのは整合性がとれないのではないか。

米沢市独自の施策として補助対象にする必要があ

ると思うがどうかとして質疑がありました。 

  第４款衛生費では、インフルエンザ予防接種の

費用助成について、県内各自治体では18歳以下の

子供に対する費用助成を行っているところもある。

本市としても実施できないかとして要望がありま

した。 

  第６款農林水産業費では、南原地区の養豚事業

所について、市として現農場からの全面移転を求

める考えなのか。新農場建設に向けて、現農場で

の減産分を新たな場所で生産するのではなく、繁

殖部門を新たな場所に全て持っていくような形で

市もともに検討していると聞いているが、これま

での経過と今後の市の進め方についてはどうなっ

ているのかとして質疑がありました。 

  第７款商工費では、企業立地推進事業費に関連

して、ここ近年で企業立地が進んでおり、米沢八

幡原中核工業団地や米沢オフィス・アルカディア

の区画も残りわずかとなっている。昨年の12月定

例会の一般質問において、新たな工業団地の必要



- 116 - 

性についても研究すべきとの質問に対し前向きな

答弁があり、今回の市長選においても新たな工業

団地の造成に向けて調査に取り組むということを

公約の一つとして挙げているが、新たな工業団地

の考えはどうか。 

  また、第２期米沢市工業振興計画が来年度で終

期を迎え、新たな計画を策定することとなるが、

工業団地の造成や中小企業振興施策など、今どこ

に力を入れていくのかの方向性を出さないと次期

計画に大きく影響が出ると思われる。そのため、

新たな工業団地について早いうちに方向性を見出

して、その考えを新たな計画に盛り込むことが大

事であると考えることから、新年度早々から着手

してもらいたいがどう考えているのかとして質疑

がありました。 

  第８款土木費では、空き家対策について本市の

現状はどうなっているのか。また、昨年度に空き

家対策の専門部署及び空き家バンクが設置された

が、その成果はどうなっているか。さらに、県内

各自治体ではさまざまな取り組みを行っており、

共通するものは若者世帯を対象としているところ

である。昨年の９月定例会で住宅支援政策、特に

若者への住宅支援政策について一般質問をしたが、

そのときは総合的に今後検討するという答弁であ

った。その後、どのように検討されてきたのかと

して質疑がありました。 

  第９款消防費では、大規模降雨災害時のダムの

管理について、令和元年台風第19号では関東を中

心にダムの緊急放流や洪水調整が行われたようで

あるが、緊急放流が行われると下流域での氾濫の

おそれがあるため、国は一つの回避策としてダム

の水位を下げるための事前放流が有効だとしてい

る。その場合、事前放流のルールがきちんと決め

られているのかや物理的に事前放流ができるのか

が問題となってくるが、水窪ダム、綱木川ダムに

ついて大規模降雨災害時に事前放流を行うのか、

また、放流する場合、関係機関や下流域の住民と

の調整及び連絡方法はどうなっているのかとして

質疑がありました。 

  第10款教育費では、ナセＢＡについて、開館後

約３年半たつが、この間の年度別の利用者数、収

入について教えてほしい。また、このたび日本建

設業連合会から表彰を受けたが、その審査委員を

務めた方からは、こういった複合施設を維持して

いくためには収益性のある施設を目指さないと財

政面で厳しくなっていくとのアドバイスをいただ

いた。今後、収益性を高める仕組みづくりを考え

ていかなければならないと思うがどうかとして質

疑がありました。 

  また、市民総体について、さきの市政協議会で

は各団体等にアンケート調査を実施するとの答弁

があったが、その結果はどうだったのか。今まで

のやり方を変える場合、スポーツ団体はもちろん、

学校、地域の行事や予算など影響は広範囲に及ぶ

のではないかと思っているので、周知を図る際は

決定した中身、その経過や今後の見通し等を十分

に市民へ周知してほしいとして質疑・要望があり

ました。 

  以上が議第80号令和元年度米沢市一般会計補正

予算（第６号）に対する審査の経過の中でありま

した質疑・要望でありますが、議第80号につきま

しては、全委員異議なく、原案のとおり可決すべ

きものと決まりました。 

  次に、議第81号令和元年度米沢市国民健康保険

事業勘定特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、このたびのシステム改修について、このシ

ステム全体が稼働するのはいつからか。また、稼

働させるためには周辺部分の整備が必要となり、

特に国保加入者のマイナンバーカードの取得、市

内医療機関全てにおける端末の導入等がある。そ

れに伴う費用は国や県支出金で賄えるのか、それ

とも市単独費用での負担となるのか。さらに、シ

ステム稼働にはマイナンバーカードの発行が前提

となるが、米沢市のマイナンバーカードの発行状

況及びマイナンバーカードの安全性はどうかとし

て質疑がありましたが、議第81号につきましては、
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全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと

決まりました。 

  次に、議第82号令和元年度米沢市立病院事業会

計補正予算（第２号）につきましては、質疑もな

く、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきも

のと決まりました。 

  次に、議第85号令和元年度米沢市一般会計補正

予算（第７号）から議第88号令和元年度米沢市介

護保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）まで

の議案４件については、初めに一括して給与改定

及び会計間異動等に伴う職員給与費等の補正につ

いての質疑を行いましたが、質疑はありませんで

した。 

  次に、議第85号令和元年度米沢市一般会計補正

予算（第７号）につきましては、給与改定及び会

計間異動等に伴う職員給与費等の補正以外の補正

について質疑はなく、全委員異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決まりました。 

  次に、議第86号令和元年度米沢市国民健康保険

事業勘定特別会計補正予算（第３号）から議第88

号令和元年度米沢市介護保険事業勘定特別会計補

正予算（第３号）までの議案３件について、それ

ぞれ採決を行い、全委員異議なく、原案のとおり

可決すべきものと決まりました。 

  以上、当予算特別委員会に付託されました議案

の審査経過の概要と結果を申し上げ、委員長報告

といたします。 

○鳥海隆太議長 ただいまの予算特別委員長報告に

対し、御質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありません

ので、討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第80号から議第82号まで及び議第85号から議

第88号までの議案７件を委員長報告のとおり決す

るに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。よって、

議第80号から議第82号まで及び議第85号から議第

88号までの議案７件は、委員長報告のとおり決ま

りました。 

 

 

 

  市長挨拶 

 

○鳥海隆太議長 以上で、本定例会に付議されまし

た案件は全部議了いたしました。 

  閉会前に、市長から発言を求められております

ので、これを許可します。中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 市議会12月定例会の閉会に当たり、

一言御挨拶を申し上げます。 

  去る11月29日に招集いたしました本定例会は、

本日、全日程を終了いたしました。21日間にわた

る会期中、提出しました案件につきまして、終始

真剣な御審議をいただき、厚く御礼を申し上げま

す。 

  審議の過程で賜りました重要な御指摘、御意見

等につきましては、今後の市政執行に十分反映し

ていきたいと考えております。 

  さて、このたびの米沢市長選挙において、私は

引き続き２期目の市政をお預かりすることになり

ました。選挙結果を踏まえて市民の皆様のさまざ

まな思いや御意見を真摯に受けとめさせていただ

き、今後も米沢を愛する人々の力を結集して、明

るい未来をつくるべく、力の限りを尽くしていく

覚悟でありますので、議員各位の御理解と御協力

をよろしくお願い申し上げます。 

  また、議員各位には、この１年、市政の発展と

市民サービスの向上に多大な御尽力を賜りました

ことに対し、深く敬意を表し、心から御礼を申し

上げます。 

  ことしも余すところわずかとなりましたが、議

員各位におかれましては、御壮健にて、つつがな
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く新春をお迎えになられますよう御祈念申し上げ、

御礼の御挨拶とさせていただきます。 

  まことにありがとうございました。 

 

 

 

  閉    会 

 

○鳥海隆太議長 以上をもちまして令和元年12月定

例会を閉会いたします。 

 

  午前１０時５１分 閉  会 

 


